
１　設置委員会〔略称〕及び設置目的

　（１）自治制度・地域振興
調査特別委員会〔自治制度〕

　　　　地方自治の拡充と推進、区の魅力を高める地域振興策に関する事項の審議

　（２）災害対策調査特別委員会〔災害対策〕

　　 　 災害防止対策及び災害発生時の対応並びに復興計画等に関する事項の審議

　　　 

　（３）子ども ・子育て支援調査特別委員会〔子ども〕

　 　　 子どもの健やかな成長の支援や地域社会全体で子どもを育む態勢の構築に向け、

　（４）　予算審査特別委員会

　　　 　 当初予算に関する事項の審議

　（５）　決算審査特別委員会

　　　 　 決算に関する事項の審議

２　開催日程について

　　特別委員会について、並行開催は行わないものとする。

　　　包括的な支援の在り方に関する事項の審議

〔令和元年５月２８日現在〕

特別委員会の構成


